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研修計画

１．基本方針 

自治大学校は、地方公務員のための国の研修機関として、地方公務員に対する高度

な研修を行い、その資質を向上するとともに、勤務能率の発揮及び増進を図り、もっ

て地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営を期することを目的としています。 

 今、地方公共団体は、人口減少・超高齢社会における長期的な観点にたった地方創

生の推進など、数多くの課題に直面しています。そして、地方分権改革の進展に伴っ

て、これらの課題に自己決定、自己責任の原則に立って向き合い、住民ニーズに的確

に対応していくことを強く求められています。 

 こうした時代の要請に地方公共団体が対応していくためには、より広い識見と高い

能力をもった地方公務員を養成、確保していくことが必要不可欠です。 

 自治大学校では、後述のとおり、平成３０年度から研修のあり方を大幅に見直しま

した。見直した研修の質を高めるべく検討を行い、平成３１年度の研修課程を編成し

ています。 

 研修に当たっては、①地方創生を進めるための具体的なプランの作成、②証拠に基

づく政策形成（EBPM）の推進に向けた知見の獲得・能力の付与を重点的に行うことと

し、また、研修手法として、③ICT の活用を積極的に進めていきます。 

２．一般研修課程 

一般研修課程のうち、第１部課程及び第２部課程については、将来の地方公共団体

を担う幹部候補生に対して、幹部として必要な政策形成能力及び行政経営能力を身に

つけさせ、かつ、公務員としての使命感及び管理者意識を涵養することを目的とした

高度な研修です。 

従来の研修にありがちな知識の伝授を主体とした受け身の講座ではなく、様々な演

習を通じて、①自ら調べる→②自ら考える→③自ら判断する→④その結果を説得力を

持って伝える、これらの訓練を徹底的に行うことで、自ら考え、判断できる高い専門

性を持った人材の養成を行おうとするものです。 

「基本法制研修」については選択受講制とし、座学の効果を高めるための演習を行

う等により実務に役立つ内容としています。 

また、「本研修」は、より実務的、実践的な能力の養成に資するため、行政課題の

解決に向けた施策を企画、立案する上で必要な政策形成能力等の養成に主眼を置いた
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演習主体の課程編成としています。 

これからの時代を担う地方公務員に必要な能力として、自治大学校では六つの能力

（問題発見・解決能力、政策立案能力、プレゼンテーション能力、マネジメント能

力、公共政策・行政経営に係る知識、幹部候補生としての使命感）を研修生に習得し

てもらいたいと考えており、演習課目を通じて段階的にかつ着実に習得できるように

しています。研修における具体的な演習課目は以下のとおりです。 

地方公共団体の人材育成研修における自治大研修の位置づけ 

係員等 

係長級 

課長補佐級 

第１部課程 

第２部課程等 

課長級 

第３部課程 

職制上必要とされる能力等のう

ち、研修を受講することにより習

得されるべき主な事項 

地方公務員とし

て業務を遂行す

る上で必要な基

本的知識や技

能の習得 

行政課題に対する対応のため、

専門的知識を前提に、解決に向

けた施策を企画、立案できる能

力の養成 

行政課題に対応するための

組織方針を構想し、その実現

に向け、適切な判断を行う能

力の養成 

自治大の本研修における演習課目とそのねらい 

模擬講義演習 － 

･公共政策・行政経営に係る知

識 

・プレゼンテーション能力 

－ 

事例演習 

(テキスト型、持寄型) 
－ 

・問題発見・解決能力 

・政策立案能力 

・プレゼンテーション能力 

・公共政策・行政経営に係る知識 

・問題発見・解決能力 

・政策立案能力 

・プレゼンテーション能力 

・マネジメント能力 

・公共政策・行政経営に係る

知識 

データ分析演習 － 

・問題発見・解決能力 

・公共政策・行政経営に係る知識 

・政策立案能力 

－ 

条例立案演習 － ・政策立案能力 － 

ディベート型演習 －

・プレゼンテーション能力 

・問題発見・解決能力 

・政策立案能力 

－ 

政策立案演習 － 

・問題発見・解決能力 

・政策立案能力 

・プレゼンテーション能力 

・マネジメント能力 

・公共政策・行政経営に係る知識 

－ 
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・模擬講義演習

実際に研修講師として壇上で模擬講義を行うことにより、基本法制について知

識を定着させることを主目的とした実践的な課目です。 

・事例演習（テキスト型、持寄型）

政策立案の基礎となる、問題発見及び解決のために必要な能力を構築するた

め、前提となる現行制度を網羅的に考察した後、ケーススタディを通じて、行

政課題の解決に向けて、必要となる段取りや課題の克服方法の検討を多角的に

考察した上で具体的な解決策を提示する能力の養成を目指す実践的な課目で

す。 

・データ分析演習

客観的なデータ分析結果に基づき問題を発見し、解決へと導く能力を構築す

るため、データ分析を活用した政策立案について基調講義を受けた後、特定の

政策課題をテーマに、課題解決に向けた施策を企画、立案する前提として把握

すべき現状や問題点を様々な統計ツールを用いて分析し、また、統計データを

活用して課題解決のための仮説を検証することで説得力のある解決策を提示す

る能力の養成を目指す実践的な課目です。 

・条例立案演習

政策立案を行う上で実務上不可欠である政策法務能力を構築するため、特定

の政策課題をテーマとし、この解決に向けた施策を具体化するに当たり必要と

なる条例の立案、条例案の現行法令や制度との整合性、条例案の実効性の検証

等、政策法務の観点から具体的な解決策を考察する能力の養成を目指す実践的

な課目です。 

・ディベート型演習

説得力をもって伝えるプレゼンテーション能力を構築するため、特定の論題

をケーススタディとして、それぞれの主張の正当性を立証する過程における説

得性を競う「対向討論会」を通じて、的確に争点を整理した上で論理的に反論

するという議論の手法を習得することを目指す実践的な課目です。 

・政策立案演習

演習課目の総括として、特定の政策課題をテーマに、実際に首長に提言する
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ことを想定して課題解決のための具体的な政策をグループで立案します。上記

演習で培った問題解決のための手法や政策立案に必要な能力を踏まえ、政策形

成の一連の過程を実践することを目指す演習です。 

これらの演習課目全体を通して、常に組織全体を見ながらコスト感覚を持って業務

にあたり、また、向上心を持って職責を果たす幹部候補生としての使命感も養成しま

す。 

上記演習を成し遂げることにより、自治大学校が研修生に習得してもらいたいと考

えている六つの能力が確実に向上していることを実感できると考えています。 

幹部職員を対象とする第３部課程では、行政課題に対応するための組織方針を構想し、

その実現に向け、適切な判断を行う能力の養成を目的としています。そのため、地方公共団体

を巡る最新の話題提供を行い、知識のリフレッシュを図るとともに、ケーススタディを通じ

て新たな行政課題の解決策の検討、効果的なプレゼンテーション手法の実践を演習を

通じて学びます。 

また、第１部・第２部特別課程については、「地方公共団体女性幹部職員養成支援

プログラム」として位置づけています。これまで幹部への昇任が相対的に少なかった

女性職員を対象に、今後の幹部への登用を目指し、研修生本人の背中を押すことを進

めていきます。 

３．専門研修課程等 

専門研修課程では、特定の行政分野に必要とされる高度な知識、実務処理能力の充

実を図るため、最新の状況を踏まえた講義や実践的な演習等を重点的に実施します。 

 その中でも、税務専門課程会計コースについては、修了試験の合格により、税理士

試験が免除され、「税理士」となる資格が得られる（必要な税務事務経験年数を満た

すことが必要）特別のコースとなっています。 

また、税務専門課程税務・徴収コース及び監査・内部統制専門課程を実施します。 

特別研修では、災害対応に関する最新の取組に係る情報共有等を図るため、防災特

別研修を実施します。 

また、他の高等教育機関と連携した修士課程連携特別研修等を実施するほか、短期

の人材育成特別研修を実施します。 
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平成３０年度からの自治大研修の位置づけ 

自治大学校においては、将来の地方公共団体を担う幹部候補生が、より上位の職位

に昇任するための実務的、実践的な能力を養成するための研修モデルを作るとの観点

で、平成３０年度研修計画より研修課程を大きく見直し、行政課題の解決に向けた施

策を企画、立案するうえで必要な政策形成能力等の養成に主眼を置いた演習主体の課

程編成に変更しました。かつて多くの時間を割いていた法制経済科目については、基

本法制研修に分離して選択制とするとともに、実務に役立つ内容については、本研修

においても縮小した内容で一部を実施しています。 

 

　＜自治大学校における研修の体系（イメージ）＞

〔職位〕

係員級

概ね20代

概ね30～40代

課長級

概ね50代

係長～課
長補佐級

（２）’課長への昇任を目指す幹部候補生が、

行政課題の解決に向けた施策を企画、

立案する上で必要な政策形成能力等の

養成に主眼を置いた演習主体の研修

（１）特別研修

（２）’部局長への昇任を控えた課長級の職員

が、行政課題に対応するための組織方針を

構想し、その実現に向けて適切な判断を行

う能力を養う研修

第１部課程、第２部課程

第３部課程

各自治体で実施する研修 自治大学校で実施する研修

係員級

課長級

（２）階層別研修

専門的な知識・技能の

習得や能力の開発・

向上を目的として実施

する研修であって、

（２）を除くもの

、

職位ごとに必要な能力を習得するため、

対象となる階層・職種の職員が原則とし

て全員受講することを義務づけた研修

（３）’基本法制について演習

等により実践的に通用する

応用力をつけるための研修

※対象は、第１部課程、第２部

課程の受講者等
※選択受講制

基本法制研修A
第１部・第２部特別課程

女性の幹部登用を目指し、

「地方公共団体女性幹部

職員養成支援プログラム」

として位置づける短期間の

研修

※対象は、今後、専門職等

幹部への昇任が相対的に

少ない特定の部局に配属さ
れてきた女性職員等に特化

することを見据えていく。

基本法制研修Ｂ

（３）’基本法制について短期間

でその概要を把握するため

の研修

※対象は、第２部課程、第１部・

第２部特別課程の受講者等
※選択受講制

ｅラーニング

※第２部課程、第１部・第２部

特別課程を受講する研修生
で、基本法制研修を受講し

ない者は必須

係長～課長補佐級

（３）事務を行うのに必要な

基礎的知識に関する研修

・地方自治制度、地方公務員
制度等の法令知識
・公文書作成・管理
・統計処理の基礎的知識
・会計経理等の実務遂行
・ＩＣＴを活用した情報処理 等

補完

応用能力実証～適性の認定

能力実証～適性の認定
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長期的かつ総合的な観点で職員の能力開発を効果的に推進するため、各地方公共団

体において、人材育成の目的、方策等を明確にした「人材育成基本方針」を策定する

こととされており※１、また、人材育成基本方針の策定にあたっては、それぞれの職

種、階層等にふさわしい研修を行うよう努めることが必要である※２とされています。 

※１「地方自治・新時代に対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」
（平成９年１１月１４日付自治整第２３号） 

※２「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針について」（平成９年
１１月２８日付自治能第７８号） 

また、「職員の昇任は、任命権者が、職員の受験成績、人事評価その他の能力の実

証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務

遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中か

ら行うもの」とされているところです（地方公務員法第２１条の３）。 

一方で、能力実証の一つとして行われる人事評価は「職員がその職務を遂行するに

当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」（同法

第６条）であり、一般的には、現在の職位の業績と能力を測るものとして実施されて

いるに過ぎません。 

階層別研修の実施目的である、「当該職位より更に上位の職位に昇任するために必

要な能力を養成することを目的とした研修」として、自治体が実施困難な高度の研修

を自治大学校が実施することとしています。 
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一般研修課程

基 本 法 制 研 修 Ａ 

１ 研修内容 

 地方公共団体の中堅幹部、将来の中枢幹部として必要な応用能力の学びとなる基本法

制について演習等を織り交ぜながら、実践的に通用する応用力をつけるための研修で

す。 

課目 効果測定を実施します。 

憲法 

行政法 

民法 

地方自治制度 

地方公務員制度 

財政学  

２ 対象者及び定員 

① 第１部課程受講者

② 第２部課程受講者

③ 基本法制のみの受講希望者（３０名を上限とします。）

３ 研修期間 

① 第３期

平成３１年 ５月 ８日（水）～ ６月 ６日（木）

※入寮日は平成３１年５月８日（水）です。

土、日、祝日は休日です。

② 第４期

平成３１年１０月 ９日（水）～１１月 ８日（金）

※入寮日は平成３１年１０月９日（水）です。

土、日、祝日は休日です。

４ 選考の基準等 

選考の基準等、ここに記していないものは第１部課程及び第２部課程の記載に準じま

す。 
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基 本 法 制 研 修 Ｂ 

１ 研修内容 

基本法制について短期間でその概要を把握するための研修です。 

課目 効果測定を実施します。 

行政法 

民法

地方自治制度 

地方公務員制度

地方税財政制度 

２ 対象者及び定員 

① 第２部課程受講者

② 第１部・第２部特別課程受講者

③ 基本法制のみの受講者（３０名を上限とします。）

３ 研修期間 

① 第３期

平成３１年 ５月１６日（木）～ ５月３０日（木）

※入寮日は平成３１年５月１６日（木）です。

土、日、祝日は休日です。

② 第４期

平成３１年１０月１７日（木）～１１月 １日（金）

※入寮日は平成３１年１０月１７日（木）です。

土、日、祝日は休日です。

４ 選考の基準等 

選考の基準等、ここに記していないものは第２部課程及び第１部・第２部特別課程の 

記載に準じます。
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第 １ 部 課 程
１ 研修内容 

（１）基本法制（※）

※基本法制の受講は選択制です。ある程度知識のある者は受講しなくても可です。

（２）講義課目

政策形成能力を高めるための公共政策に関する講義を中心に、地方公共団体を巡る

最新の話題を取り上げます。 

例）・政策形成の手続きと戦略、政策法務 等 

・地域産業の競争力強化、観光政策、多文化共生、公共施設の総合管理 等

（３）演 習 

・模擬講義演習

・データ分析演習

・事例演習

・条例立案演習

・ディベート型演習

・政策立案演習

２ 対 象 

① 都道府県の職員

② 指定都市、中核市、施行時特例市の職員（特別区を含む。）

③ 都道府県又は市を構成団体とする一部事務組合等の職員

④ その他の市町村についても要望がある場合は対象とします。

３ 研修期間 

① 第１３２期

平成３１年 ６月１０日（月）～ ８月２９日（木）

土、日、祝日は休日です。８月１０日（土）～８月２１日（水）は休講日です。

（なお、８月１０日（土）～８月２０日（火）は、寄宿舎のメンテナンスのため原

則として宿泊は不可とします。） 

② 第１３３期

平成３１年１１月１２日（火）～平成３２年 １月２９日（水）

土、日、祝日は休日です。１２月２８日（土）～１月６日（月）は休講日です。

４ 定員 

    各期 ８０名 
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５ 選考の基準 

推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。 

(1) 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

(2) 積極的な学習意欲を有する者

(3) 現に都道府県、政令指定都市、一部事務組合等における課長補佐若しくは係長又は

これらに相当する職にある職員 

(4) 推薦の方法等については、２７頁以降を参照してください。

６ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

７ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を平成３２年１０月３０日（金）に予定しています。詳細については別途

連絡します。 

10



 第 ２ 部 課 程 

１ 研修内容 

（１）基本法制（※）

※基本法制の受講は選択制です。受講しない場合はe-ラーニング「行政法」「地

方自治制度」「地方公務員制度」「地方税財政制度」の事前学習が必要です。

（２）講義課目

政策形成能力を高めるための公共政策に関する講義を中心に、地方公共団体を巡

る最新の話題を取り上げます。 

例）・政策形成の手続きと戦略、政策法務 等 

・地域産業の競争力強化、観光政策、多文化共生、公共施設の総合管理 等

（３）演  習 

次の演習により編成します。 

・模擬講義演習（※）

・事例演習

・データ分析演習

・政策立案演習

※履修した場合「自治体職員研修講師」として認定します。希望者が対象ですが、

積極的に履修することを薦めます。

２ 対 象 

①市区町村（指定都市を除く。以下同じ。）の職員

②市区町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

３ 研修期間 

① 第１８６期

平成３１年 ６月 ７日（金）～ ７月２５日（木）

土、日、祝日は休日です。

② 第１８７期

平成３１年 ８月２２日（木）～１０月 ９日（水）

土、日、祝日は休日です。

③ 第１８８期

平成３１年１１月１１日（月）～１２月２６日（木）

土、日、祝日は休日です。

④ 第１８９期

平成３２年 １月 ９日（木）～ ２月２８日（金）

土、日、祝日は休日です。
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４ 定員 

  各期 ８０名 

５ 推薦できる研修生の数 

 原則として各期１名。ただし、平成１１年４月１日以降に合併した市町村にあって

は、合併前の市町村数に相当する数。 

６ 選考の基準 

推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。 

(1) 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

(2) 積極的な学習意欲を有する者

(3) 現に市区町村、一部事務組合等における課長補佐又は係長以上又はこれらに相当す

る職にある職員 

（4）推薦の方法については、２７頁以降を参照してください。

７ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

８ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、平成３２年１０月３０日（金）に予定しています。詳細については別

途連絡します。  
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第１部・第２部特別課程

１ 研修内容 

（１）基本法制（※）

※基本法制の受講は選択制です。受講しない場合はe-ラーニング「行政法」「地方

自治制度」「地方公務員制度」「地方税財政制度」の事前学習が必要です。

（２）講義課目

政策形成能力を高めるための公共政策に関する講義を中心に、地方公共団体を巡る

最新の話題を取り上げます。 

例）・公共政策の基礎理論、政策法務 等 

・地域経済の活性化、まちづくりの課題、多文化共生 等

（３）演  習

次の課目により編成します。

・事例演習

・ディベート型演習

（４）特定政策課題レポート

研修期間中に指定した政策課題についてレポートを作成。

２ 対 象 

① 都道府県及び市区町村の女性職員

② 都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の女性職員

３ 研修期間 

① 第３７期

平成３１年 ９月 ４日（水）～ ９月２７日（金）

土、日、祝日は休日です。

② 第３８期

平成３２年 １月３０日（木）～ ２月２１日（金）

土、日、祝日は休日です。

４ 定員 

    各期 １２０名 

５ 推薦できる研修生の数 

 原則として各期２名。ただし、平成１１年４月１日以降に合併した市町村にあって

は、合併前の市町村数に相当する数。 
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６ 選考の基準 

推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。 

(1) 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

(2) 積極的な学習意欲を有する者

(3) 現に地方公共団体における係長以上又はこれらに相当する職にある職員

(4) 推薦の方法等については、２７頁以降を参照してください。

７ 全寮制による研修 

宿泊研修は、全寮制により行います。 

８ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を平成３２年１０月３０日（金）に予定しています。詳細については別途

連絡します。 
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第 ３ 部 課 程 

 

１ 研修内容 

（１）講義課目 

   各行政分野における最新の話題や行政運営手法に関する課目とします。 

（２）演  習 

    事例演習（テキスト型を実施） 

（３）特定政策課題演習 

   政策課題の解決に関するレポートを作成するとともに、このプレゼンテーションを

実施することが修了要件です。 

 

２ 対  象 

①都道府県及び市区町村の職員 

    ②都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の職員 

     

３ 研修期間 

    第１１０期  平成３１年 ７月１８日（木）～ ８月 ６日（火） 

         土、日、祝日は休日です。 

    

４ 定員 

    １２０名 

 

５ 選考の基準 

  推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。 

 (1) 勤務成績が優秀である者 

 (2) 積極的な学習意欲を有する者 

 (3) 現に都道府県、市区町村、一部事務組合等における課長又はこれらに相当する職以

上の職にある職員 

 (4) 推薦の方法等については、２７頁以降を参照してください。 

 

６ 全寮制による研修 

  宿泊研修は、全寮制により行います。 

 

７ 事後研修会（希望者を対象） 

  事後研修会を、平成３２年１０月３０日（金）に予定しています。詳細については別

途連絡します。   
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専門研修課程

税 務 専 門 課 程
○ 税務・徴収コース

１ 研修内容 

 本来、税務に必要な知識や技能はon-JTにおいて学ぶべき内容ですが、税務行政をと

りまく昨今の状況に鑑み、徴税組織の能力向上を目指した研修とします。 

  修了者については「地方税徴収事務指導者」として認定しますので、地方公共団体の

徴税体制や職員のon-JTのあり方等について積極的に改革していく能力を持つリーダー

を養成していきます。 

研修期間内に「課題レポート」を作成することが修了要件です。 

２ 対 象 

①都道府県及び市区町村の職員

②都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

３ 研修期間 

第１７期 税務・徴収コース 

平成３１年 ６月１２日（水）～ ７月 ５日（金） 

土、日、祝日は休日です。 

４ 定員 

  １２０名 

５ 選考の基準 

推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。 

(1) 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

(2) 積極的な学習意欲を有する者

(3) 地方税の賦課徴収に関する基礎的な知識を有する者で、主として地方税の賦課・徴

収事務を管理監督し、かつ、他の職員を指導する立場にある者。（現に地方公共団体

における課長補佐若しくは係長又はこれらに相当する職にある職員） 

(4)単に受講者のみの能力向上を目指す研修ではありませんので、研修の成果を持ち帰

り、徴税体制や職員のon-JTのあり方について積極的に改革していくリーダーとなる

意欲のある者が対象です。

(5) 推薦の方法等については、２７頁以降を参照してください。

６ 全寮制による研修 

研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 
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７ 事後研修会（希望者を対象） 

 事後研修会を、平成３２年１０月３０日（金）に予定しています。詳細については別

途連絡します。 
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○ 会計コース

１ 研修内容 

 主に税務職員に体系的な会計教育を通じて、高度な知識の習得を目指した研修としま

す。 

 この会計コースは、税理士法に基づく指定研修（税理士法第８条第１項第１０号）と

して位置づけられており、簿記会計学通信研修及び税務・会計研修の修了試験の成績が

基準点を上回り会計コースを修了した者は必要な税務事務経験年数を満たすと税理士試

験が全て免除され、税理士となる資格が与えられます。 

２ 研修課目 

  企業会計における国際基準の動向などを踏まえ、地方公共団体の税務担当職員として

必要な知識を修得するため、簿記及び会計学から税法、経営分析に至るまで幅広い内容

の課目により編成します。 

簿記会計学通信研修において４回の通信添削を行った後、税務・会計研修を行いま

す。また、簿記３級レベルに達していないと見込まれる者に対して、希望により簿記会

計学通信研修の前に事前研修を行います。なお、企業会計の知識を有する者は事前研修

を受講する必要はありません。 

３ 対 象 

①都道府県及び市区町村の職員

②都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

４ 研修期間 

 第３７期 会計コース 

事 前 研 修  平成３１年３月中旬 

※簿記について能力に不安がある場合希望する者に対

して実施。

簿記会計学通信研修  平成３１年４月上旬～６月中旬 

※３月中旬に通信研修オリエンテーションを実施しま

す。派遣団体においては、事前研修及び通信研修オ

リエンテーションの研修生の出席について配慮をお

願いします。経費負担は別表１注２（４）（５）を

参照 

税 務 ・ 会 計 研 修（宿泊研修） 

平成３１年 ７月 ９日（火）～１０月１１日（金） 

土、日、祝日は休日です。８月１０日（土）～８月２

１日（水）は休講日です。（なお、８月１０日（土）

～２０日（火）は、寄宿舎のメンテナンスのため原則

として宿泊は不可とします。） 
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５ 定員 

  ５０名 

 

６ 選考の基準 

  推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。 

 (1) 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者 

 (2) 積極的な学習意欲を有する者 

  (3) 入校日現在における税務事務経験年数が、大学卒業者においては４年以上（その他

の者においては１０年以上）の者 

(4) 簿記の級を持っていない者等簿記３級レベルに達していないと見込まれる者につい

ては、通信研修オリエンテーション時に事前研修を行うこととします。 

  (5) 簿記の知識が、日本商工会議所、公益社団法人全国経理学校協会又は公益財団法人

全国商業高等学校協会主催の簿記検定試験２級以上（ただし、通信研修等により簿記

２級相当のレベルに達する見込みの者も含む）の者 

 (6) 推薦の方法等については、２７頁以降を参照してください。 

 

７ 簿記会計学通信研修及び税務・会計研修の修了試験における合格の基準点は、簿記会

計学通信研修については、各科目（２科目）の得点の満点に対する割合が６０％以上と

し、税務・会計研修の修了試験については、各科目（５科目）の得点の満点に対する割

合が６０％以上とします。 

 

８ 全寮制による研修 

  税務・会計研修は、全寮制の宿泊研修により行います。 

 

９ 事後研修会（希望者を対象） 

   事後研修会を、平成３２年１０月３０日（金）に予定しています。詳細については

別途連絡します。 
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監査・内部統制専門課程 
１ 研修内容 

監査や内部統制の理論と実務について必要な知識と能力を備えた職員の養成に向け、

実践的で高度な研修を実施します。 

この課程を修了し、演習を通じて、監査に必要な知識、技能を有すると認められる者

をついては「自治体監査指導者」と認定します。（地方自治法施行令第１７４条の４９

の２１の外部監査契約を締結できる行政実務経験者の必要経験年数１０年以上を受講者

は５年以上に短縮する総務大臣指定研修に指定されています。） 

（１）e-ラーニングの事前履修

地方自治制度、地方公務員制度、地方税財政制度、行政法、民法

（２）講義課目

監査事務を踏まえながら、監査内部統制の理論、財務会計制度について必要な知識

を修得します。 

（３）演習

実際の監査資料、決算書等を題材とした検討作業、議論などを通じて、監査等の

実務に必要な実践的な能力を養成します。 

①監査論

②適法性監査

③一般会計等の財務指標分析

④企業会計の経営指標分析

２ 対 象 

①都道府県及び市区町村の職員

②都道府県又は市区町村を構成団体とする一部事務組合等の職員

３ 研修期間 

第２０期 監査内部統制専門課程 

平成３１年１０月２９日（火）～１１月２２日（金） 

土、日、祝日は休日です。 

４ 定員 

  ５０名 

５ 選考の基準 

推薦する研修生の選考に際しては、次の基準によるものとします。 

(1) 勤務成績が優秀であり、高度な研修を受けさせるにふさわしい者

(2) 積極的な学習意欲を有する者
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  (3) 現に地方公共団体における課長補佐、係長又はこれらに相当する職にある職員 

 (4) 推薦の方法等については、２７頁以降を参照してください。 

 

６ 全寮制による研修 

  全寮制の宿泊研修により行います。 

 

７ 事後研修会（希望者を対象） 

  事後研修会を平成３２年１０月３０日（金）に予定しています。詳細については別途

連絡します。 
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特 別 研 修 

 
（１）修士課程連携特別研修                                  
① 趣旨 
都道府県及び市町村等の幹部候補職員を対象に、これまで実施してきた第１部課程研修

の成果を踏まえ、政策研究大学院大学及び一橋大学国際・公共政策大学院と連携し、実践

的で高度な政策形成能力の形成を図るための研修を行います。 
 

② 対象者 
  次の各課程に在籍する地方公務員のうち、自治大学校長が修士課程連携特別研修（以下

「マスターコース」という。）の受講を認めた者 
 ・政策研究大学院大学修士課程（公共政策プログラムの地域政策コース、医療政策コース

及び農業政策コース並びにまちづくりプログラム） 
 ・一橋大学国際・公共政策大学院修士課程（公共法政プログラム・１年コース） 
  
③ 研修実施時期 

   平成３１年４月～平成３２年３月 
 
④ 実施方法 

 ・基本法制研修Ａへの参加 
   マスターコースの特別研修生は、各大学院の修士課程の講義、演習の履修と合わせて、

自治大学校が平成３１年度に実施する基本法制研修Ａ（第３期、第４期）の講義、演習

のうち、必修課目（憲法、行政法、民法、地方自治制度、地方公務員制度の５課目）及

び任意の選択課目を履修します。 
 ・マスターコースの修了 
  各大学院の修士課程において修士の学位を取得するとともに、自治大学校の基本法制

研修Ａの課目のうち上記必修課目を履修（当該課目の効果測定を受験し一定以上の成績

を収めることをいう。）した場合には、マスターコースの課程を修了したものと認め、

修了証を授与します。 
   この場合において、各大学院の修士課程で、自治大学校長が上記必修課目と同等と認

める課目を履修する場合には、当該課目の履修を免除します。 
 
 
⑤ 特別研修に要する経費 

  ・本特別研修に要する経費のうち、自治大学校に係るものについては、各課目に必要な

図書教材を各自購入してください。 
  ・政策研究大学院大学及び一橋大学国際・公共政策大学院の修士課程に係るものの徴収
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については、それぞれの大学に定めるところによることとします。 
 
⑥ 宿舎関係 
  マスターコースの研修生は、希望により自治大学校宿舎に入居することができます。

この場合には、別途寄宿舎管理運営経費を徴収します。 
 
⑦ 受付関係 
  本特別研修の受付事務は、自治大学校で実施します。ただし、修士課程に係るものに

ついては、政策研究大学院大学及び一橋大学国際・公共政策大学院の定めるところによ

ることとします。 
 
⑧ その他 
  本特別研修の詳細については、別途連絡します。 
 

 
（２）医療政策短期特別研修 
① 趣旨 

未曾有の超高齢社会への対応は我が国喫緊の課題であり、医療はその重要な柱の１つと

なっています。その際重要なことは、狭義の医療に限定せず、保健・介護・福祉・住宅・

就労などの関連領域さらには“まちづくり”まで視野に入れた総合的・戦略的な政策展開

を図ることです。このため、政策研究大学院大学と連携し、今日大きな課題となっている

医療政策の企画立案能力を強化するため、医療政策短期特別研修を行います。 
 

② 研修課目 
政策研究大学院大学が中心となり、自治大学校とともに講義・演習を実施しますが、研

修課目の詳細については、政策研究大学院大学において別途定めることとします。 
（主な研修内容）［予定］ 

 ［講義］（総論） 
「医療政策概論」「人口構造の変容と政策課題」等        

 ［講義］（各論） 
「医療供給制度と医療計画論」「介護保険事業計画等の計画・政策論」「レセプトやＤＰ

Ｃデータを用いた地域医療の分析・活用方法」「ネットワーク論」「在宅医療の展開」「公

立病院改革等の政策展開の方法・実践論」 等 
 ［演習］ 

「具体的な問題事例を通じた事例演習」「テーマ別グループ討議」「実地見学（東京近郊

２カ所程度）」「研修成果の個別発表」 等 
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③ 対象者 
医療政策の総合的な企画立案を担う都道府県及び市区町村の職員とします。役職は、

課長・主幹など若手幹部クラスを想定していますが、積極的な学習意欲と高い企画・立

案能力を有し、将来当該自治体の医療政策を担うことが期待できる者であれば年齢・役

職等は問いません。 
なお、シンクタンクや医療関係団体等の職員も一部対象となっています。 

 
④ 研修実施時期 

平成３１年７月２２日（月）～ ８月９日（金）（予定）   
 

⑤ 研修場所 
原則として政策研究大学院大学としますが、一部の講義は、自治大学校にて実施する

場合があります。 
 

⑥ 定員 
３０名（自治体職員約２５名、シンクタンク等職員約５名） 

 
⑦ 特別研修に要する経費 

本特別研修に要する経費の徴収については、政策研究大学院大学において別途定める

ところによります。 
 

⑧ 宿舎関係 
希望により自治大学校宿舎に入居可能とします。（負担金については他の自治大学校の

研修と同様とします。） 
 
⑨ 受付関係 

本特別研修の受付事務は、政策研究大学院大学において行います。ただし、自治大学

校入寮関係の事務は、自治大学校において行います。 
 
 ⑩ その他 

本特別研修の詳細については、別途連絡します。 
 
（３）人材育成特別研修 

① 趣旨 
   地方分権の進展に伴い、地域の課題に対応できる人材の育成、職員研修の充実が課題

となる中、人材育成を実りあるものとするには組織全体を見渡す立場にある幹部職員が

組織の目指す人材とは何か、行政に求められる能力とは何か、さらには職員のキャリア

システムなど具体的に求めることが不可欠です。このため人材育成を担う立場にある幹
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部職員に対し、人材育成の考え方と関連する情報提供を目的として高度な研修を行いま

す。 
 
②  研修課目 

   講義、情報提供、意見交換を予定しています。 
 
③ 対象者 

都道府県及び市区町村の管理職等幹部職員、都道府県又は市区町村を構成団体とする

一部事務組合等の管理職等幹部職員とします。 
 
④ 研修実施時期 

平成３１年１１月２６日（火）～１１月２９日（金）（予定） 
 
⑤ 定員 

１２０名 
 
⑥ 受付関係 

本特別研修の受付事務は自治大学校において行います。 
推薦の方法等については、２７頁以降を参照してください。 
 

⑦ 経費その他 
本特別研修の経費及びその他詳細については、別途連絡します。 

 
（４）防災特別研修 
 ① 趣旨 
   大規模災害時には、被災県に政府現地対策本部が設置されること等を踏まえ、関係省

庁、都道府県（指定都市を含む。）の防災・危機管理責任者を対象とした合同研修を実

施します。災害対応事例、最新の取組みに係る情報共有、意見交換等を通じて、政府、

都道府県間の職員の連携強化や災害対応能力の向上を図ります。 
 
② 研修課目 

   市町村の災害応急対策、災害初動対応、水害・噴火等に備えた警戒避難、被災者支援

等を予定しています。 
 
 ③ 対象者 
   都道府県、政令指定都市の危機管理監、防災担当局長、被災者支援担当局長、各省庁

の防災担当課長等とします。 
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 ④ 研修実施時期 
   平成３１年４月１８日（木）～４月１９日（金） 
 
 ⑤ 定員 
   １００名程度 
 
 ⑥ 受付関係 

本特別研修の受付事務は自治大学校において行います。 
推薦の方法等については、２７頁以降を参照してください。 

 
 ⑦ 経費その他 

本特別研修の経費及びその他詳細については、別途連絡します。 
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推 薦 方 法 等 

 

 

１ 推薦の方法 

  研修生の推薦に際しては、各課程における選考の基準に該当する者を選考して、推薦に

必要な書類を取りまとめて自治大学校へ直接提出してください。 

  なお、平成３０年度より、これまで全国市長会、全国市議会議長会、全国町村会（都道

府県町村会）へ提出していた団体は自治大学校へ直接提出していただくよう変更になって

いることに留意願います。 

  

２ 推薦に必要な書類 

 (1) 各課程共通事項 

   ア．推薦書  １部（様式１） 

  イ．履歴書  １部（様式２） 

  ウ．写 真  4 . 5cm×3 . 5cmのもの（パスポート申請用のものと同規格） ３枚 

    いずれも、無帽、推薦受付開始日前６か月以内に撮影したもの。裏面に所属団体名

及び氏名を記入してください。なお、写真のうち、１枚は履歴書へのり付けしてくだ

さい。 

自治大学校ホームページ（※）より様式のダウンロードが可能です。 

   ※ 自治大学校ホームページ（トップ） ⇒ ｢研修事業｣ ⇒ ｢推薦様式（WORD）｣ 

     http://www.soumu.go.jp/jitidai/index.htm（トップ画面のURL） 

 

 (2) 各課程共通事項のほか、該当の課程で必要な書類 

  ・税務専門課程 会計コース 

    簿記検定合格証書の写し 

 

３ 研修生の派遣及び研修に要する経費 

  研修生の派遣及び研修に要する経費は、別表１のとおりとなっています。 

  なお、当該経費の徴収業務は、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」

(平成18年法律第51号)第20条第1項の規定に基づき委託事業者として決定する公共サービ

ス実施民間事業者が行います。 

  また、当該事業者は、徴収した経費の国等への納入業務も併せて行います。 
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４ 推薦受付期間 

研修生の推薦の受付期間及び該当の課程は、次のとおりです（別表２参照）。 

課 程 推 薦 受 付 期 間 

一

般

研

修 

基本法制Ａ 
第３期 平成３１年３月４日（月）～３月１５日（金） 

第４期 平成３１年８月１３日（火）～８月２３日（金） 

基本法制Ｂ 
第３期 平成３１年３月４日（月）～３月１５日（金） 

第４期 平成３１年８月１３日（火）～８月２３日（金） 

第１部課程（※） 
第１３２期 

平成３１年３月４日（月）～３月１５日（金） 

※基本法制研修を受講しない場合は４月１２日(金)まで

第１３３期 平成３１年８月１３日（火）～８月２３日（金） 

第２部課程（※） 

第１８６期 
平成３１年３月４日（月）～３月１５日（金） 

※基本法制研修を受講しない場合は４月１２日(金)まで

第１８７期 平成３１年６月３日（月）～６月１４日（金） 

第１８８期 平成３１年８月１３日（火）～８月２３日（金） 

第１８９期 平成３１年１１月５日(火)～１１月１５日(金) 

第１部・第２部 

特別課程（※） 

第３７期 
平成３１年３月４日（月）～３月１５日（金） 

※基本法制研修を受講しない場合は５月３１日(金)まで

第３８期 平成３１年８月１３日（火）～８月２３日（金） 

第３部課程 第１１０期 平成３１年４月１５日（月）～４月２６日（金） 

専

門

研

修 

税務専門課程 

税務・徴収コース 
第１７期 平成３１年４月１日（月）～４月１２日（金） 

税務専門課程 

会計コース 
第３７期 平成３１年１月２８日（月）～２月８日（金） 

監査・内部統制 

専門課程 
第２０期 平成３１年６月１０日（月）～６月２１日（金） 

特

別

研

修 

人材育成特別研修 平成３１年９月９日（月）～９月２０日（金） 

防災特別研修 平成３１年３月４日（月）～３月１５日（金） 

※１部課程、２部課程、１部・２部特別課程においては、基本法制研修とセットで受講の場

合、推薦期間は基本法制研修の推薦期間に準じます。
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５ その他 

（１）  研修生の推薦が定員を超え受け入れが困難な場合は、自治大学校において選考

し、受け入れができなかった団体には、その旨連絡します。 

なお、地域人財づくりセミナー、地方公会計特別研修については別途お知らせし

ます。 

 

（２）  本研修計画を公表後、年間受講計画（推薦の仮受付）について、照会を行うこと

があります。 

 その照会結果によって、特定の課程の特定の期に希望が集中する場合、当該期の

推薦期間に先立ち、事前調整を行い、この事前調整団体以外の申込は、当該期に関

しては受け付けないこととする場合があります。 

 つきましては、国の調査・照会（一斉調査）システムや自治大学校ホームページ

における情報配信にご留意ください。 
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様式１

自治大学校研修生推薦書

１ 推 薦 課 程 第 部課程第 期（基本法制研修 A 第 期を受講）
第 部課程第 期（基本法制研修 B 第 期を受講）
第 部課程第 期（基本法制研修受講なし）
基本法制Ａ 第 期
基本法制Ｂ 第 期

専門課程 （ コース）
その他 （ 研修）

２ 所 属 団 体 名
（本庁所在地）
（郵 便 番 号） （電 話 番 号）

３ 所 属 部 署 名
（部、課、係等の名称）
（直 通 電 話 番 号） （メールアドレス）

４ 役 職 名

（ふりがな）
５ 氏 名 性別（男・女）

６ 生 年 月 日 年 月 日生
（入校日現在満 歳 月）

（ふりがな）
７ 現 住 所

（郵 便 番 号） （電 話 番 号）

８ 最 終 学 歴
（卒業等年月日）

９ 採 用 年 月 日

10 給 与 級 号給（ 級制）

11 勤 務 年 数 年 月
（当該事務経験年数＜専門課程のみ＞ 年 月）

12 健康上配慮すべき事情がある場合はその事情

上記のとおり推薦します。

事務担当課
郵 便 番 号
所 在 地
担 当 者 名
電 話 番 号
ＦＡＸ番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

平成 年 月 日
任命権者 職 氏 名 印

（任命権者の印を押印）

自 治 大 学 校 長 殿
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（様式１についての注意事項）

１ 記載上の注意

(1) １の「推薦課程」欄は、推薦する課程の□に✓を入れ該当する課程、期及
びコースを記入してください。

（2）６の「年齢」欄は、入校日現在で記入してください（１月に満たない場合
は切り捨てしてください。）。

(3) ８の「最終学歴」欄は、学校名、学部名、学科名及び卒業・中退の別を記
載してください。

(4) 11の「勤務年数」欄は、入校日現在における地方公務員としての勤務年数
を記載してください。

(5) 税務専門課程会計コースの場合は税務事務経験年月を、税務専門課程税務
・徴収コースの場合は税務事務のうち税務・徴収事務経験年月を、監査・内
部統制専門課程の場合は監査、出納、予算調整事務経験年月をそれぞれ１１
の「勤務年数」の欄に（ ）書してください。

(6) 12の「健康上配慮すべき事情がある場合はその事情」欄は、自治大学校で
の研修生活を送るに当たって、何らかの配慮を求める事項がある場合に、当該
事項を記載してください。

２ 用紙の大きさはＡ４判とし、横書き、左とじとしてください。
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様式２

履 歴 書

１ 所 属団体名

（ふりがな）
２ 氏 名 ４.５ｃｍ 写 真

（のり付け）
３ 生 年 月 日 年 月 日生

３.５ｃｍ
４ 最 終 学 歴

（卒業等年月日）

５ 履 歴 事 項
（発令年月日） （発令事項） （発令庁）

（民間経歴等）

備 考

１ 履歴書は、任命権者が作成してください。

２ 作成上の注意
(1) ４の「最終学歴」欄は、学校名、学部名、学科名及び卒業・中退の別を記

載してください。
(2) ５の「履歴事項」欄は、発令事項を直近５件について発令順に詳細に記載

してください。
ただし、昇給の記載は不要です。
なお、民間経歴等のある場合は、その主要な事項を付記してください。

３ 用紙の大きさはＡ４判とし、横書き、左とじとしてください。
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別表１

課　程　名 備 考

89,900円

47,000円

136,900円

10,000円 注４参照

146,900円

46,400円

31,000円

77,400円

10,000円 注４参照

87,400円

200,100円

86,000円

286,100円

10,000円 注４参照

296,100円

142,100円

54,000円

196,100円

10,000円 注４参照

206,100円

69,600円

37,000円

106,600円

10,000円 注４参照

116,600円

58,000円

32,000円

90,000円

10,000円 注４参照

100,000円

69,600円

43,000円

112,600円

10,000円 注４参照

122,600円

240,700円

60,000円

300,700円

10,000円 注４参照

310,700円

72,500円

36,000円

108,500円

10,000円 注４参照

118,500円

一
般
研
修
課
程

基本法制研修Ａ

基本法制研修Ｂ

校　　友　　会　　費

合 計

納
入
金

納
入
金

図書教材経費

小　計

寄宿舎管理運営経費

寄宿舎管理運営経費

第　２　部
（本研修分）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費

第１部・第２部特別
（本研修分）

納
入
金

研修に要する経費

経 費

第　１　部
(本研修分）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費 注１、２、３
参照図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合 計

注１、２参照

図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合 計

注１、２参照

注１、２、３
参照図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合 計

寄宿舎管理運営経費
注１、２参照

図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合 計

第　３　部

納
入
金

寄宿舎管理運営経費
注１、２参照

図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合 計

専
門
研
修
課
程

税 務 専 門
（税務・徴収コース）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費

監査･内部統制専門

納
入
金

寄宿舎管理運営経費

注１、２参照
図書教材経費

小　計

合 計

税 務 専 門
（会計コース）

納
入
金

寄宿舎管理運営経費
注１、２参照

図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合 計

校　　友　　会　　費

注１、２参照
図書教材経費

小　計

校　　友　　会　　費

合 計
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注１ 納入金は、施設・設備維持管理、光熱水料等の寄宿舎管理運営経費及び図書教材経費

に充てるものです。今までの実績等に基づき改訂しています。なお、寄宿舎のメンテナ

ンス期間については、寄宿舎管理運営経費に含まれておりません。

２ 基本法制研修を受講し、その後第１部課程、第２部課程を受講する際の図書教材経費

は 5,000 円減額されます。 

３ 表中の経費には、次の経費が含まれていないので、派遣団体において研修生に支給又

は配慮されるようお願いします。 

(1) 入校時及び帰庁時に要する経費

(2) 政策立案演習及び事例演習等に係る資料の収集、報告書の作成等を行うために、研

修期間中の休講期間を利用して帰庁する場合の旅費

(3) 第１部課程にあっては、政策立案演習の報告書作成に要する経費（実地調査、資料

収集等）

(4) 税務専門課程会計コースにあっては通信研修のための事前オリエンテーションへの

出席に要する経費

(5) 税務専門課程会計コースにあっては、事前研修への出席（出席する方のみ）に際し

て自治大学校の寄宿舎に宿泊する経費（寄宿舎に宿泊する方のみ）2,900 円（予定）

４ 校友会費は、自治大学校卒業生の会である自治大学校校友会の終身会費であり、「校

友だよりの発行」、「校友会総会の開催」等の事業のほか、各支部が行う研修活動の補

助等の校友会活動費に充てられます。 

なお、基本法制研修を受講後に各課程を受講する場合は、重ねて各課程での校友会費

の納入の必要はありません。 

５ 職員の研修に要する経費は、普通交付税算定の際の基準財政需要額に算入されていま

す。 

  ６ 当校には食堂があり健康管理の観点から、土日や閉講日などの研修がない日を除いて、

平日の食事は、特段の事情がない限り３食とも当校の食堂を利用してください。朝４０

０円程度、昼６００円程度、夕７００円程度で複数のメニューを提供しています。（表

中の経費には食費は含まれておりません。） 

７ 特別研修に要する経費については、別途連絡します。 
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